
中 央 区 立 女 性 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 五 年 三 月 中 央 区 条 例 第 三 号 ） の 一 部 改 正 （ 案 ）  

 

新  旧  
中 央 区 立 男 女 平 等 セ ン タ ー 条 例  中 央 区 立 女 性 セ ン タ ー 条 例  

  

（ 趣 旨 ）  （ 趣 旨 ）  

第 一 条 こ の 条 例 は 、 中 央 区 立 男 女 平 等 セ ン タ ー （ 以 下 「 男 女 平

等 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） の 設 置 及 び 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

第 一 条 こ の 条 例 は 、 中 央 区 立 女 性 セ ン タ ー （ 以 下 「 女 性 セ ン タ

ー 」 と い う 。 ） の 設 置 及 び 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

（ 設 置 ）  （ 設 置 ）  

第 二 条 女 性 の 地 位 向 上 と 社 会 参 加 を 促 進 す る と と も に 、 男 女 平

等 社 会 の 実 現 を 図 る た め 、 中 央 区 （ 以 下 「 区 」 と い う 。 ） に 男

女 平 等 セ ン タ ー を 設 置 す る 。  

第 二 条 女 性 の 地 位 向 上 と 社 会 参 加 を 促 進 す る こ と に よ り 、 男 女

平 等 社 会 の 実 現 を 図 る た め 、 中 央 区 （ 以 下 「 区 」 と い う 。 ） に

女 性 セ ン タ ー を 設 置 す る 。  

２ 男 女 平 等 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。  ２ 女 性 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。  

名 称  位 置  

中 央 区 立 男 女 平 等 セ ン タ ー

ブ ー ケ 2
1  

東 京 都 中 央 区 湊 一 丁 目 一 番 一 号  

 

名 称  位 置  

中 央 区 立 女 性 セ ン タ ー  

ブ ー ケ 2
1  

東 京 都 中 央 区 湊 一 丁 目 一 番 一 号  

 

３ 第 一 項 に 定 め る も の の ほ か 、 男 女 平 等 セ ン タ ー の 施 設 の 一 部

を 集 会 施 設 と し て 利 用 に 供 す る こ と が で き る 。  

３ 第 一 項 に 定 め る も の の ほ か 、 女 性 セ ン タ ー の 施 設 の 一 部 を 集

会 施 設 と し て 利 用 に 供 す る こ と が で き る 。  

 （ 事 業 ）   

第 〇 条 男 女 平 等 セ ン タ ー は 、 次 に 掲 げ る 事 業 を 行 う 。  新 設  

一 男 女 平 等 に 係 る 情 報 の 収 集 、 発 信 及 び 提 供 に 関 す る こ と 。   

二  男 女 平 等 意 識 の 普 及 及 び 啓 発 並 び に 男 女 の 相 互 理 解 の 促 進

に 関 す る こ と 。  

 

資
料
２
－
２

 



新  旧  
三 男 女 平 等 に 係 る 相 談 に 関 す る こ と 。   

四 女 性 の 社 会 参 画 の 支 援 に 関 す る こ と 。   

五 多 様 性 を 尊 重 す る 社 会 の 推 進 に 関 す る こ と 。   

六  団 体 及 び 個 人 の 交 流 並 び に 諸 活 動 の 促 進 及 び 支 援 に 関 す る

こ と 。  

 

七 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 区 長 が 必 要 と 認 め る こ と 。   

  

附 則   

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。   

  

 


